
徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
航
路
及
び
」
を
「
航
路
、」
に
、「
を
除
く
。）
を
」
を
「
及
び
第
十
八
条
の
指
定
管
理
漁
港
施
設
を
除
く
。）
を
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
限
る
」
を
「
限
り
、
第
十
八
条
の
指
定
管
理
漁
港
施
設
を
除
く
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
甲
種
漁
港
施
設
」
を
「
第
八
条
若
し
く
は
第
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
又
は
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
て
、
甲
種
漁
港
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
を
第
三
十
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
十
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
罰
則
）」を
付
し
、

第
十
八
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
十
八
条

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以

下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）
に
甲
種
漁
港
施
設
の
う
ち
次
の
表
に
掲
げ
る
漁
港
施
設
（
以
下
「
指
定
管
理
漁
港
施
設
」
と
い
う
。）
の
管
理
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

漁

港

の

名

称

漁

港

施

設

の

種

類

椿
泊
漁
港

荷
さ
ば
き
所

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
）

三
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徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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第
十
九
条

指
定
管
理
者
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
運
営
に
関
す
る
業
務
（
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
と
一
体
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。）

二

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
施
設
等
の
維
持
管
理
（
知
事
が
指
定
す
る
補
修
等
を
除
く
。）
に
関
す
る
業
務

三

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務

四

第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
に
関
す
る
業
務

五

そ
の
他
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め
る
業
務

（
供
用
し
な
い
日
及
び
供
用
時
間
）

第
二
十
条

指
定
管
理
漁
港
施
設
を
供
用
し
な
い
日
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
臨
時
に
指
定
管
理
漁
港
施
設
を
利
用
さ
せ
ず
、
又
は
当
該
供
用
し
な
い
日
に
指
定
管
理
漁
港
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
供
用
時
間
は
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
供
用
時
間
を
臨
時
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
利
用
の
許
可
）

第
二
十
一
条

指
定
管
理
漁
港
施
設
の
別
表
第
三
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
利
用
施
設
」
と
い
う
。）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
指
定
管
理
者
の
許
可
（
以
下
「
利
用

の
許
可
」
と
い
う
。）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

指
定
管
理
者
は
、
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
上
必
要
な
範
囲
内
で
、
利
用
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

利
用
の
許
可
の
期
間
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
利
用
の
許
可
の
制
限
）

第
二
十
二
条

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

公
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
善
良
な
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

集
団
的
に
又
は
常
習
的
に
暴
力
的
不
法
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
組
織
の
利
益
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

そ
の
他
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
利
用
の
許
可
の
取
消
し
等
）

第
二
十
三
条

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
の
許
可
を
取
り
消
し
、
当
該
利
用
の
許
可
に
付
し
た
条
件
を
変
更
し
、
又
は
利
用
施
設
の
利
用

の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
理
由
が
生
じ
た
と
き
。

再
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二

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
利
用
の
許
可
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

三

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
利
用
の
許
可
を
受
け
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
。

四

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

2

指
定
管
理
者
は
、
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
前
項
の
処
分
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
つ
て
損
失
を
受
け
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
補
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

（
指
定
管
理
漁
港
施
設
へ
の
立
入
り
の
禁
止
等
）

第
二
十
四
条

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
指
定
管
理
漁
港
施
設
へ
の
立
入
り
を
禁
止
し
、
又
は
指
定
管
理
漁
港
施
設
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

泥
酔
者
及
び
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

前
号
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
指
定
管
理
漁
港
施
設
内
に
お
け
る
秩
序
を
乱
し
、
若
し
く
は
安
全
を
お
び
や
か
す
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
す
る
者

三

そ
の
他
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
者

（
利
用
料
金
）

第
二
十
五
条

利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
利
用
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。）
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
基
準
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

3

知
事
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

4

利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

5

指
定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
た
基
準
に
よ
り
、
利
用
料
金
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
の
際
の
措
置
）

第
二
十
六
条

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
第
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
又
は
停
止
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
業
務
は
、
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
業

務
が
同
条
第
四
号
の
業
務
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

3

前
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
使
用
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、「
指

定
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
が
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
承
認
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
の
額
を
定
め
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
指

定
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
」
と
、「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
二
十
一
条
、
第
二
十
五
条
関
係
）

区

分

単

位

基

準

額

荷
さ
ば
き
場

一
日

水
産
物
の
販
売
金
額
の
合
計
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

冷
蔵
庫

一
区
画
一
月

一
八
、
○
○
○
円

冷
凍
庫

一
区
画
一
月

一
八
、
○
○
○
円

急
速
冷
凍
庫

一
時
間

一
、
三
○
○
円

会
議
室

午
前

一
五
、
○
○
○
円

午
後

一
八
、
○
○
○
円

注

1

こ
の
表
中
「
一
日
」
と
は
、
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
供
用
時
間
の
開
始
時
刻
か
ら
終
了
時
刻
ま
で
の
間
を
い
う
。

2

こ
の
表
中
「
一
区
画
」
の
面
積
は
、
二
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

3

こ
の
表
中
単
位
を
時
間
又
は
月
で
定
め
た
も
の
で
利
用
の
時
間
又
は
期
間
（
以
下
「
利
用
時
間
等
」
と
い
う
。）
が
一
時
間
又
は
一
月
に
満
た
な
い
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時

間
又
は
一
月
と
し
、
利
用
時
間
等
に
一
時
間
又
は
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
端
数
を
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
又
は
一
月
と
し
て
計
算
す
る
。

4

こ
の
表
中
「
午
前
」
と
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
を
、「
午
後
」
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

5

会
議
室
を
午
前
か
ら
午
後
ま
で
引
き
続
き
利
用
す
る
場
合
の
基
準
額
は
、
三
万
円
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則

第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

2

改
正
後
の
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
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3

前
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
日
前
に
お
い
て
指
定
管
理
者
に
改
正
後
の
第
十
八
条
の
指
定
管
理
漁
港
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
改
正
後
の
第
二
十
一
条
第
一
項
の
利
用
の
許

可
（
施
行
日
以
後
の
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
改
正
後
の
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
額
の
承
認
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
施
行

日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
の
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
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